
 １１ 

１．国領駅周辺地域まちづくり連絡会について 

 
 
 
1.3 連絡会の構成メンバー 
 
 
本会会則｢総則｣第２条により、「本会は国領駅及び国領駅前通り（通称狛江

通り）周辺に居住し、あるいは事業を営み、自治会や商店会等に所属する会

員等をもって組織」し、構成される。 

 以下に役員・会員名簿を掲げる。（割愛） 

 
▼ 幹事会より 

  
 

 
 


